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1利 用 者 負 担 金                                 
■ 法定給付 
 お支払いいただく利用者負担金は次のとおりです。 

施設介護サービス費 
(１０割) 

利用者負担金 
(１割) 

算定根拠(単価×日数ほか) 

介護報酬の告示上の額 左記の１割 
施設介護サービス費の１割 
食事にかかる標準負担額の合計 

 
● 単独型介護予防短期入所生活介護【機能訓練体制加算施設】 

１日当たりの利用料金 
居室区分 介 護 度 施設介護サービス費 利用者負担金 

要支援１ ５，３６０円 ５３６円 
多床室 

要支援 2 ６，６７０円 ６６７円 
 
● 単独ユニット型介護予防短期入所生活介護【機能訓練体制加算施設】 

１日当たりの利用料金 
居室区分 介 護 度 施設介護サービス費 利用者負担金 

要支援１ ５，７１０円 ５７１円 
ユニット個室 

要支援 2 ６，９５０円 ６９５円 
 
● 単独型短期入所生活介護【機能訓練体制加算施設】 

１日当たりの利用料金 
居住区分 介 護 度 介護保険料 利用者負担金 

要介護度１ ７，３７０円 ７３７円 
要介護度２ ８，０８０円 ８０８円 
要介護度３ ８，７８０円 ８７８円 
要介護度４ ９，４９０円 ９４９円 

多床室 

要介護度５ １０，１９０円 １，０１９円 
※ 従来型の施設です。４人部屋が２室、２人部屋が 1室の合計１０名のユニット 

 
● 単独ユニット型短期入所生活介護【機能訓練体制加算施設】 

１日当たりの利用料金 

居住区分 介 護 度 介護保険料 利用者負担金 

要介護度１ ７，５５０円 ７５５円 

要介護度２ ８，２６０円 ８２６円 

要介護度３ ８，９６０円 ８９６円 

要介護度４ ９，６７０円 ９６７円 

多床室 

要介護度５ １０，２７０円   １，０２７円 
※ ユニット型の施設です。全室個室の１０名のユニットが２ユニット合計２０名 



短期入所生活介護 フランセーズ悠よしだ 2 

■ 食 費 

１日当たりの利用料金 

利用者段階別 特定入所者介護サービス費 利用者負担限度額 

〔第１段階の利用者〕 １，３８０円   ３００円 

〔第２段階の利用者〕 １，３８０円   ３９０円 

〔第３段階の利用者〕 １，３８０円   ６５０円 

〔第４段階の利用者〕 全額利用者負担 １，３８０円 

※ ただし、入・退所時の食事料金は、朝食３８０円、昼食６００円、夕食４００円と

し段階別利用者負担額は上記表のとおりです。 
 
■ 住 費 

１日当たりの利用料金 

居室区分 利用者段階別 特定入所者介護サービス費 利用者負担限度額 

〔第１段階の利用者〕  １，９７０円   ８２０円 

〔第２段階の利用者〕  １，９７０円   ８２０円 

〔第３段階の利用者〕  １，９７０円   １，６４０円 
ユニット個室 

〔第４段階の利用者〕 全額利用者負担 １，９７０円 

〔第１段階の利用者〕   ３２０円     ０円 

〔第２段階の利用者〕 全額利用者負担   ３２０円 

〔第３段階の利用者〕 全額利用者負担   ３２０円 
多床室 

〔第４段階の利用者〕 全額利用者負担   ３２０円 

※ 多床室扱いの二人室に入居する場合は個室料金を負担していただきます 
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■ そ の 他 の 加 算 

加算項目 単位 備  考 サービス費 利用者負担金 

送迎加算 １回 片道 １，８４０円 １８４円 

サービス提供体制強化加

算（Ⅲ） １日  ６０円 ６円 

療養食加算 １日 該当者のみ ２３０円 ２３円 

看護体制加算（Ⅰ） １日  ４０円 ４円 

 
※ 法 定 外 費 用 

区   分 利用者負担金(実費) 

理容・美容サービス ・髪カット(有料)  ・髭剃り（有料） 

日常生活に要する費用で本人にご負担頂く

ことが適当である費用 
・要した費用の実費 

 
■ 特 別 料 金 

区  分 利用者負担金(実費) 

特別な食事 ・ 要した費用の実費 (出前・外食等) 

特別な居室（多床室） ・ 二人部屋 １日あたり ５００円 

日常生活に要する費用で本人にご

負担頂くことが適当である費用 
（日用品費・教養娯楽費・その他） 

・ 喫茶コーナー利用代金 ・日常生活品の購入代金 
・ クラブ活動の費用 
・ その他個人的な要望により購入する物の代金 

 
■ キャンセル規程 
お客様の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

①ご利用日の前営業日午後５時までにご連絡いただいた場合 無  料 

②ご利用日の前営業日午後５時までにご連絡のなかった場合 １日の料金の１０％ 
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1当施設ご利用の際に留意いただく事項                        
■ 利用上の留意事項 
来訪・面会 ・来訪者は面会の時間を厳守し、玄関に備付の面会簿に記入のうえ 

必ずその都度、職員に届けてください。 
・また、来訪者が宿泊される場合は必ず許可を得てください。 

外出・外泊 ・外出、外泊の際は必ず行き先と帰宅時間を職員に申し出てください。 

配置医師以外の医

療機関への受診  
・原則として、入所までかかっていた主治医への受診は自由ですが 
定期的に受診される場合は、通院に際しご家族の協力をお願いし 
ます。 

・主治医から配置医師への通知により、定期的に来所する配置医師 
の受診及び投薬を受けることもできます。 

居室・設備器具の

利用 
・施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。 
これに反したご利用により破損などが生じた場合、賠償していた 
だくことがあります。 

喫煙・飲酒 ・喫煙は決められた場所以外ではお断りします。 
・居室での飲酒はできません。 

食べ物の持込み ・面会時に食べ物を持込むときは、食堂またはフロアーでご一緒に 
召し上がってください。居室での飲食はできません。 

迷惑行為等 ・騒音等他の入所者の迷惑となる行為はご遠慮願います。 
・また、むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてく 
ださい。 

所持品の管理 ・施設での生活に必要な最小限の身回り品をご持参ください。 
・衣類、日用品の管理は居室内のタンスをご利用ください。 
・所持品にはマジックまたは、縫付けで記名をお願いします。 

現金等の管理  ・現金の持込みは特に必要がありませんのでご遠慮願います。 
・電話を使用する際の小銭については自己管理願います。 
・携帯ラジオのみ、お持込みができますが、イヤホンをつけて他の 
入所者に迷惑がかかるなどの支障が無いような配慮をお願いしま 
す。 

宗教活動 
政治活動  

・施設内で他の入居者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮くだ 
さい。 

動物飼育 ・施設内でのペットの飼育はお断りします。 

ケガ・骨折等につ

いて 

・施設では見守り介護に充分な配慮を致しております。 
・しかし、ご利用者の状態によっては施設の責に帰さないやむを得 
ない不慮のケガや事故がおきる場合もあります。 

・その場合は、速やかにご家族へ連絡をとり、医師への対応等を行 
いますがご協力いただきますようお願い申し上げます。 
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1運 営 方 針                                   
■ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

社会福祉法人博悠会が経営する短期入所生活介護フランセーズ悠よ

しだ（以下｢事業者｣と言う。）が行う、指定短期入所生活介護事業の

適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定

め、事業所の医師その他従業員（以下「従業者」と言う。）が、要介

護または要支援の状態（以下「要介護状態等」と言う。）となった高

齢者に対し、適正な指定介護短期入所生活介護事業を提供すること

を目的とする。 

施設の運営方針 

事業所の従業者は、その利用者が要介護状態となった場合において

も、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立し

た日常生活が営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介助、

その他日常生活上の世話及び機能回復訓練を行うことにより、利用

者の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 
また、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険医療サー

ビスまたは福祉サービスとの密接な連携を図り、良質なサービス提

供に努めるものとする。 

 
1施 設 サ ー ビ ス 概 要 説 明                          
■ 介護保険給付サービス 

種   類 内    容 

食   事 

・管理栄養士が立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況 
に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。 

・食事はできるだけ離床して食堂で召しあがっていただけるよう 
配慮しています。 

・食事時間 
朝  食   （ ７：３０～ ８：３０） 

    昼  食   （１２：００～１３：００） 
    夕  食   （１８：００～１９：００） 

排   泄 ・入所者の状況に応じて適切な排泄を行うとともに、排泄の自 
立についても適切な援助を行います。 

入   浴 

・定期的に週２回以上の入浴を行います。 
・必要状況に応じてシャワー浴又は清拭を行います。 
・寝たきり等で座位の取れない方は、機械を用いた特殊浴槽で 
 の入浴をいたします。 
・車椅子の方は車椅子専用入浴を行います。 

離床・着替え・整理 

・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 
・生活のリズムを考えた着替え、入浴時の定期的な着替えを行 
うよう努めます。 

・個人としての尊厳に配慮し、室内外の適切な整理が行われる 
よう援助いたします。 

・シーツ交換は週 1回行います。 
・寝具やベッド周りの衛生管理に努めます。 
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機能訓練 

・機能訓練は専門の訓練員（針・灸・あ・マ師及び看護師）によ

り入所者の身体の状況に適合した機能訓練を行ない、身体的機

能の低下を防止するよう努めます。 
・当施設の所有するリハビリ器具 
   歩行器       プラットホーム 
   交互歩行器     4点ステッキ 
   車椅子       杖 
   平行棒       訓練用ゲーム     その他 

健康管理 

・配置医師２名により週２回診察日を設けて健康管理に努めます。 
・また、緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関に責

任をもって引き継ぎます。 
・入所者及びその家族の希望で外部の医療機関に通院する場合は 
 その介添えについて家族で対応をお願いします。 
≪当施設の配置医師≫ 

   病院名  ・原山こどもクリニック 
   診療科目 ・小児科 
   診察日  ・毎週水曜日 

相談対応 
・当施設は、入所者及びそのご家族からのいかなる相談につい 
 ても、誠意を持って相談に応じます。 
・生活相談員ほかスタッフにお気軽にご相談下さい。 

相談窓口 

・担当者  生活相談員 
・利用者の施設介護サービス計画が作成されるまでの間につい 
ても、当然利用者がその有する機能に応じて自立した日常生 
活が送れるように適切な各種介護サービスを提供します。 

社会生活上の便宜 

・当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設で 
 の生活を実りあるものとするため、適宜レクリエーション等 
の行事を企画します。 

・主な娯楽活動 
  隔週開催  カラオケクラブ  他各種 
  隔週開催  喫茶コーナー 
  毎日開催  ゲーム機能訓練 
・主なレクリエーション行事 
  毎月の施設行事計画に基づき実施 
  年間の施設行事計画に基づき実施 

面会時間 ・午前９時から午後５時３０分 
・やむを得ない遅い時間の面会は生活相談員へお申し出下さい。 
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■ 介護保険給付外サービス 

サービスの種類 内      容 

理容・美容 
・毎月４回(原則として第１・第２・第３木曜日と第 4水曜日) 
理髪店の出張による理容及び美容サービスをご利用いただけ 
ます。（カット料金２，０００円、顔剃り１，０００円） 

 
■ 身体拘束の改善・廃止について 
身体拘束の改善・廃止 当施設は指定介護老人福祉サービスの提供に当たり、自傷他害

の恐れがあると認められる場合で、入所者又は他の入所者の生

命又は身体を保護するための緊急やむを得ない身体拘束以外の

身体拘束は行わないことを宣言します。 
身体拘束廃止委員会 
リスクマネジメント委員会 

身体拘束廃止委員会は、施設長・介護支援専門員・生活相談員・

看護師・介護士等により構成し、身体拘束の廃止に向け改善計

画を作成し身体拘束ゼロに向けて改善計画の見直しを行いま

す。 
身体拘束を行った場合

の記録・改善 
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、そ

の際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しま

す。 
この場合態様の改善を待ち、できるだけ早く身体拘束の解除を

行うため多職種でのバックアップ体制を講じます。 
 
■ ご利用施設で併せて実施する事業 

（Ａ）長野県知事の事業者指定（Ｂ）長野市長の事業者指定  
事業の種類 

指定年月日 指定番号 利用定員 

（Ａ）短期入所生活介護 平成１７年７月１日 ２０７０１０２６４１ ３０人 
居宅 

（Ａ）通所介護 平成１７年７月１日 ２０７０１０２５７５ ４０人 
（Ｂ）介護予防短期入所

生活介護 
平成 18年 4月 1日 ２０７０１０２６４１ 介護 

予防 
（Ｂ）介護予防通所介護 平成 18年 4月 1日 ２０７０１０２５７５ 

居宅に含む 

措置 （Ｂ）児童デイサービス 平成１７年７月１日 ２０２０１３０００４２１２４ １０人 
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1施 設 の 概 要                                   
■ 短期入所生活介護・老人通所介護・児童デイサービス (併設施設) 

敷   地 ２，７２９．９９㎡ 

住  所 長野市吉田４丁目１９－３ 

構造・床面積 鉄骨造二階建 ２０９８．１８㎡ 
（うち短期入所 ９６０．２５㎡） 建物 

利用定員 
短期入所３０名（単独型小規模生活単位型 20名・単独型 10名） 
老人通所介護４０名（一般型 30名・認知症対応型 10名） 
児童デイサービス１０名（障害児童） 

 
■ 居室 (うち、短期入所生活介護入所者の専用居室は７室２０名分)  

居室の種類 居室数 面  積 一人あたり面積 

一人部屋 ２０室 ２５７．５３０㎡ １２．８７６㎡ 

二人部屋 １室  ３０．６４０㎡ １５．３２０㎡ 

四人部屋 ２室 ９５．４００㎡ １１．９２５㎡ 

※ 指定基準は、居室一人当たり １０．６５㎡です。 
 
■ 主な設備 (特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・デイサービス) 

設備の種類 室数等 面  積 一人当たり面積 

食堂兼機能回復訓練室 １ 室 ６３．１４０㎡ ６．３１４㎡ 

食堂兼共同生活室 ２ 室 １０２．３００㎡    ５．１１５㎡ 

一般浴室 
脱衣室 

２ 室  ８．１９０㎡ 
  ８．４００㎡  

機械浴室 
脱衣室 

特殊浴槽 １５．２１０㎡ 
１４．６２０㎡ 

（デイサービスと共用） 

医 務 室 １ 室 １２．２５０㎡  

静 養 室 １ 室 ８．５８０㎡  

談話コーナー ３ 室 ４３．７５０㎡  
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職員体制 (主たる職員) 
常勤 非常勤 

従業者の職種 員数 
専従 兼務 専従 兼務 

常勤換算 
後の人員 

事業者の 
指定基準 保有資格 

施設長 １ １    １．０ １ 施設長資格 

生活相談員 １ １    １．０ １ 社会福祉主事他 

介護職員 １２ １２    １２．０ 介護福祉士他 

看護職員 ３ ３    ３．０ 
１０．０ 

看護師 

嘱託医師 １   １  １．０ １ 
医 師 
（デイ児童兼務） 

管理栄養士 １ １    １．０ １ 
管理栄養士 
（デイ児童兼務） 

環境整備リネン ４ ４    ４．０ 適当数 （デイ児童兼務） 

 
■ 協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人愛和会 愛和病院 

院長名 理事長 山田祐司 

所在地 長野市大字鶴賀 1044番地２ 

電話番号 ０２６－２２６－３８６３ 

診療科目 内科 

入院設備 あり  ベット数  ５０床 

 
■ 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 長田クリニック歯科 

院長名 長田裕幸 

所在地 長野市吉田５－９－２６ 

電話番号 ０２６－２４４－５５７０ 

 
■ 非常災害時の対策 
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非常時の対応 別途定める「フランセーズ悠よしだ消防計画」に従って非常時の緊急 
対応を行います。 

近隣との協力

関係 
社会福祉法人博悠会は吉田自主防災会と『災害時における協力応援体制 
に関する協定書』で近隣防災協力を締結し、非常時の相互の応援を約束 
しています。 (平成１７年１２月２７日締結) 
別途定める「フランセーズ悠よしだ消防計画」に従って、年 2回の昼間
及び夜間を想定した避難訓練を、入所者の方も参加して実施します。 

設備名称 個 数 設備名称 個 数 

スプリンクラー な し 防火扉シャッター  あ り 

非常階段 あ り 屋内消火栓 あ り 

自動火災報知器 あ り 非常通報装置 あ り 

誘導灯 あ り 漏電火災報知器 あ り 

ガス漏れ報知器 あ り 非常用電源 あ り 

平常時の訓練 
及び防災設備 

カーテン・布団等は防炎性のあるものを使用しています。 
消防計画 消防署への届出日    平成１７年１０月１７日 

防火管理者       佐藤健太 
 
■ 相談窓口・苦情対応 
★ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 
当施設ご利用の場

合の相談 
苦情解決責任者   副施設長  師岡千恵子 
苦情受付担当者   生活相談員 宮﨑まゆみ 
第三者委員  評議員 三井静江 ・ 監事 宮澤栄一 
ご利用時間  土、日曜日・祭日を除く毎日 9：00~17：00まで 
ご利用方法  電話・面談・手紙等いずれの方法でも結構です。 

 
★ 公的機関においても、次の機関において苦情申立てができます。 
長野市保健福祉部介

護保険課 
所在地  長野市大字鶴賀１６１３ 
電話番号 ０２６－２２４－７９９１ 
ＦＡＸ  ０２６～２２４～５２４７ 

長野県国民健康保険

団体連合会 
所在地  長野市大字西長野字加茂北１４３－８ 
電話番号 ０２６－２３８－１５５５ 
ＦＡＸ  ０２６－２３８－１５６０ 

長野県福祉サービス

運営適正化委員会 
所在地  長野市若里１５７０－１ 
電話番号 ０２６－２２６－２０３５ 
ＦＡＸ  ０２６－２９１－５１８０ 

 


